
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１１１．．．都都都市市市計計計画画画区区区域域域とととははは   

 

都市計画区域とは、都市計画法・建築基準法その他法令によって、秩序ある整備と発展を図

り、快適で住みよい住環境を形成していく区域をいいます。 

 

 
 

２２２．．．横横横瀬瀬瀬町町町ののの都都都市市市計計計画画画区区区域域域ののの範範範囲囲囲ははは   

 

横瀬町大字横瀬字 1 番、2番、3番、4番、5 番、6番、8番、9番、10 番、11番、12番、13

番、14 番、15 番、16 番、17 番、姿、赤穂木、寺坂、南前峠、北前峠、7 番の 2731、2732、

2734、2779～2782、2792～2794、2799～2801、2815～2835、2837～3069、3071～3201 の区域。

横横瀬瀬町町のの  

「「 都都 市市 計計 画画 区区 域域 」」   
平平成成 2244 年年３３月月  

 

都市計画区域（789ha） 

用途地域(63ha) 

横瀬町(4,935ha) 



 

 

 

 

２） 建物の高さの限度 

 

 

 

３）日影による高さの制限 

 

 

条例で指定された対象区域 制限される日影時間 
日影を測定する

水平面（平均地

盤面からの高さ） 

制限を受ける

建物 用途地域 容積率（％） 

敷地境界線から

の水平距離が

10m 以内の範囲 

敷地境界線からの

水平距離が 10m

を超える範囲 

第一種住居地域 ２００ 4 時間以上 2.5 時間以上 ４ｍ 
高さが 10m を

超える建物 

用途地域の指定

のない区域 
２００ 5 時間以上 3 時間以上 ４ｍ 

高さが 10m を

超える建物 

 

道路に面する建物により、日照、採光、通風を阻害しないよう、道路の反対側の境界線から一定の範

囲内（適用距離は地域により異なります）で斜線による建物の高さの制限を定めています。（道路斜線） 

建物が高くなりすぎて隣地間での通風、採光などを十分に確保することが難しくならないように、隣地

境界から斜線による高さの制限を定めています。（隣地斜線） 

ある一定の高さを超える中高層の建築物を対象として、冬至日の午前８時から午後４時の間に、一定時間以上

の日影を周辺に生じさせないよう規制することにより、周囲の日照を確保しようとするものです。 

本町では第一種住居地域及び用途地域の指定のない区域において、埼玉県建築基準法施行条例の規制を

受けます。 

道路 

1 

a 

道路斜線勾配 

○道路幅員による高さの限度 

・第一種住居地域 a=1.25 

・工業地域・無指定地域 a=1.5 

○隣地境界線からの高さの限度 

1 

H 

a’ 

a’= 隣地斜線勾配 

 

・第一種住居地域 

a’ = 1.25 

H = 20ｍ 

・工業地域・無指定地域 

a’ = 2.5 

H = 31ｍ 

隣地境界線 



 

 

３３３．．．用用用途途途地地地域域域   

 

用途地域は、まちづくりにおける土地利用計画の基本となるもので、建物の用途や形態別

に用途地域を定めて、一定の土地利用規制を行うものです。 

用途地域には、住居系 7 種類、商業系 2 種類、工業系 3 種類の計 12 種類ありますが、横瀬

町では「第一種住居地域」、「工業地域」の 2種類が定められています。 

 

南前峠南前峠

姿姿

沢沢

木木

停車
場
線

停車
場
線

赤穂木池
赤穂木池

県道横瀬

県道横瀬

配水池配水池

横瀬町総合福祉センター

横瀬町総合福祉センター

横瀬町歴史民俗資料館

横瀬町歴史民俗資料館

三菱マテリアル（株）

三菱マテリアル（株）

西武鉄道横瀬車輛基地

西武鉄道横瀬車輛基地

ラインマンセンター

ラインマンセンター

菱光石灰工業（株）

菱光石灰工業（株）

アイベックス（株）

アイベックス（株）

セラミックス工場

セラミックス工場

横瀬生コン（株）

横瀬生コン（株）

横瀬町観光案内所

横瀬町観光案内所

町営住宅中司団地

町営住宅中司団地

学校給食センター

学校給食センター

旧跡城谷沢の井

旧跡城谷沢の井

西武運輸（株）

西武運輸（株）

コミュニティ
コミュニティ

十二区公会堂
十二区公会堂

横瀬町高齢者
横瀬町高齢者

白山比咩神社
白山比咩神社

JA
ち

ち
ぶ

農
協

JA
ち

ち
ぶ

農
協

曽沢稲荷神社
曽沢稲荷神社

横瀬郵便局
横瀬郵便局

横瀬児童館
横瀬児童館

寺坂浄水場
寺坂浄水場

大場鉄工所
大場鉄工所

上川久保橋
上川久保橋

三区公会堂
三区公会堂

一区公会堂
一区公会堂

クリニック
クリニック

ウェルシア
ウェルシア

武甲給油所
武甲給油所

猿田彦神社
猿田彦神社

秩父消防署
秩父消防署

（株）昭通
（株）昭通

苅米公会堂
苅米公会堂

町民会館
町民会館

甲菱石油
甲菱石油

武甲温泉
武甲温泉

武甲の湯
武甲の湯

横瀬工場
横瀬工場

根
古
谷
橋

根
古
谷
橋

松田医院
松田医院

札所八番
札所八番

札所九番
札所九番

札所七番
札所七番

愛宕神社
愛宕神社

恵比寿堂
恵比寿堂

御嶽神社
御嶽神社

川久保橋
川久保橋

大越医院
大越医院

南中野橋
南中野橋

県営住宅
県営住宅

下横瀬橋下横瀬橋

上大堀橋
上大堀橋

上兎沢橋
上兎沢橋

おがわや
おがわや

荻原医院
荻原医院

新田橋
新田橋

里宮橋里宮橋

薬師堂薬師堂

苅米橋苅米橋
義恩橋義恩橋

横瀬駅横瀬駅

横瀬町横瀬町

横瀬橋
横瀬橋

柳生橋柳生橋

東林寺東林寺

（株）（株）

小鳥橋小鳥橋

大堀橋大堀橋

堅
物
橋

堅
物
橋

城谷橋城谷橋

地蔵尊地蔵尊

古山橋古山橋

中島橋中島橋

兎沢橋
兎沢橋

一区一区

広場広場

（温）（温）

（温）（温）

（株）（株）

（温）（温）

（温）（温）

（株）（株）

（温）（温）

（温）（温）

363.5363.5349.5349.5347.8347.8

346.5346.5

346.3346.3

344.3344.3

340.5340.5 339.0339.0

335.4335.4

333.5333.5

332.8332.8

332.2332.2

330.6330.6

328.0328.0
325.6325.6

324.4324.4

324.1324.1

322.3322.3

322.1322.1

321.5321.5

320.3320.3

319.8319.8

319.0319.0

317.8317.8

317.3317.3

317.1317.1

316.2316.2

314.7314.7

312.6312.6

310.2310.2

309.9309.9

303.9303.9

303.6303.6

303.5303.5

303.3303.3

301.8301.8

301.3301.3

298.9298.9

296.3296.3

296.2296.2

296.1296.1

249.4249.4

295.3295.3

294.8294.8

294.5294.5

293.8293.8

293.5293.5

293.2293.2

293.0293.0

292.3292.3

291.9291.9

291.8291.8

291.3291.3

290.4290.4

289.8289.8

287.7287.7

287.6287.6

287.4287.4

287.1287.1

286.8286.8

286.3286.3

285.9285.9

285.8285.8

285.5285.5

285.2285.2

284.8284.8

284.6284.6

284.3284.3

283.8283.8

283.7283.7

283.6283.6

283.5283.5

283.4283.4

281.9281.9

281.8281.8

281.6281.6

281.5281.5

281.3281.3

281.2281.2

280.4280.4

280.2280.2

279.8279.8

279.7279.7

279.6279.6

279.3279.3

279.2279.2

278.3278.3

278.2278.2

277.7277.7

277.5277.5

276.8276.8
276.0276.0

275.2275.2

275.0275.0

274.7274.7

274.5274.5

274.4274.4

274.3274.3

274.2274.2

273.9273.9

273.6273.6

273.3273.3

273.1273.1

273.0273.0

272.8272.8

272.5272.5

272.3272.3

272.2272.2

272.0272.0

271.6271.6

271.3271.3

271.2271.2

271.1271.1

269.8269.8 269.7269.7

269.1269.1

267.6267.6

267.4267.4

266.9266.9

266.8266.8

266.7266.7

266.6266.6

266.5266.5

266.3266.3

266.1266.1
266.0266.0

265.9265.9

265.8265.8

265.6265.6

265.5265.5

265.4265.4

265.3265.3
265.2265.2

265.1265.1

264.9264.9

264.6264.6

264.5264.5

264.2264.2

263.9263.9

263.7263.7

263.6263.6

263.5263.5

263.3263.3

262.7262.7

262.6262.6

262.2262.2

262.0262.0

261.8261.8

261.7261.7

261.6261.6

261.5261.5

260.8260.8

260.7260.7

260.6260.6

260.3260.3

260.2260.2

260.1260.1

260.0260.0

259.9259.9

259.8259.8

259.7259.7

259.6259.6

259.5259.5

259.4259.4

259.0259.0

258.9258.9

258.8258.8

258.7258.7

258.6258.6

258.3258.3

257.6257.6

257.5257.5

257.4257.4

257.3257.3

257.2257.2

256.8256.8

256.7256.7

256.5256.5

256.4256.4

256.2256.2

256.1256.1

255.9255.9

255.8255.8

255.5255.5

255.2255.2

255.0255.0

254.9254.9

254.8254.8

254.7254.7

216.6216.6

254.3254.3

254.2254.2

253.8253.8

253.6253.6

253.5253.5

253.3253.3

253.2253.2

253.1253.1

252.9252.9

252.8252.8

252.6252.6

252.5252.5

252.4252.4

252.3252.3

251.8251.8

251.7251.7

251.6251.6

251.5251.5

251.3251.3

251.2251.2

251.1251.1

251.0251.0

250.9250.9

250.4250.4

249.8249.8

249.7249.7

249.5249.5

216.7216.7

249.2249.2

249.1249.1

249.0249.0

248.9248.9

248.8248.8

248.6248.6

248.5248.5

248.4248.4

248.2248.2

248.1248.1

248.0248.0

247.9247.9

247.8247.8

247.7247.7

247.6247.6

247.2247.2
246.9246.9

246.8246.8

246.6246.6

246.5246.5

246.4246.4

246.3246.3

246.1246.1

245.9245.9

245.8245.8

245.7245.7

245.2245.2

245.1245.1

244.9244.9 244.8244.8

244.7244.7

244.6244.6

244.5244.5

244.4244.4

244.3244.3

244.1244.1

244.0244.0

243.9243.9

243.8243.8

243.7243.7

243.6243.6

243.5243.5

243.4243.4

243.2243.2

243.1243.1

243.0243.0

242.9242.9

242.8242.8

242.7242.7

242.6242.6

242.5242.5

242.3242.3

241.9241.9

241.8241.8

241.6241.6

241.5241.5

241.3241.3

241.2241.2

241.1241.1

241.0241.0

240.9240.9

240.8240.8

240.6240.6

240.5240.5

240.4240.4

240.2240.2

240.1240.1

240.0240.0

239.9239.9

239.8239.8

239.7239.7

239.6239.6

239.4239.4

239.3239.3

239.2239.2

238.9238.9

238.7238.7

238.6238.6

238.5238.5

238.4238.4

238.3238.3

238.2238.2

238.0238.0

237.9237.9

237.8237.8

237.7237.7

237.6237.6

237.5237.5

237.4237.4

237.3237.3

236.9236.9

236.7236.7

236.5236.5

236.3236.3

236.2236.2

236.0236.0

235.8235.8

235.7235.7

235.6235.6

235.5235.5

235.3235.3

235.2235.2

234.9234.9

234.8234.8

234.6234.6

234.3234.3

234.1234.1

234.0234.0

233.9233.9

233.8233.8

233.7233.7

233.2233.2

233.1233.1

233.0233.0

232.8232.8

232.7232.7

232.5232.5

232.3232.3

232.2232.2

232.1232.1

231.8231.8

231.5231.5

231.4231.4

217.6217.6

231.0231.0

230.7230.7

230.3230.3

230.2230.2

229.9229.9

229.5229.5

228.8228.8

228.6228.6

228.5228.5

228.3228.3

228.2228.2

227.5227.5

227.1227.1

226.9226.9

226.3226.3

226.0226.0

225.3225.3

225.0225.0

224.9224.9

224.8224.8

224.1224.1

224.0224.0

222.7222.7

222.5222.5

221.3221.3

221.2221.2

221.1221.1

220.2220.2

220.1220.1

219.3219.3

219.1219.1
218.2218.2

29
0

29
0

22
0

22
0

23
0
23
0

33
0
33
0

320320

31
0

31
0

300300

24
0
24
0

28
0

28
0

270270

26
0

26
0

250250

33

32
0
32
0

244.8244.8

245.2245.2

241.9241.9

240
240

266.3266.3

237.6237.6

251.7251.7

291.9291.9

240.2240.2

238.5238.5

28
0

28
0

265.8265.8

253.6253.6
28
0
28
0

260260

27
0

27
0

303.9303.9

259.7259.7

239.9239.9

245.1245.1

234.8234.8

236.2236.2

246.6246.6

241.6241.6

295.3295.3

270270

30
0
30
0

289.8289.8

264.6264.6

234.3234.3

244.8244.8

235.7235.7

241.1241.1

260260

272.0272.0

253.2253.2

241.8241.8

28
0
28
0

249.2249.2

270270

239.2239.2

271.6271.6

270
270

265.2265.2

235.2235.2

235.3235.3

296.1296.1

258.3258.3

246.4246.4

244.1244.1

229.9229.9

238.4238.4

23
0
23
0

231.4231.4

310.2310.2

260
260

241.8241.8

255.0255.0

241.9241.9

246.6246.6

266.0266.0

243.5243.5

242.8242.8

247.9247.9

242.5242.5

234.6234.6

30
0

30
0

253.5253.5

264.9264.9

261.7261.7

241.3241.3

259.7259.7

309.9309.9

245.9245.9

244.4244.4

260260

255.5255.5

236.5236.5

248.6248.6

240.1240.1

237.6237.6

261.8261.8

240.6240.6

280
280

289.8289.8

239.9239.9

248.6248.6

254.9254.9

243.9243.9

28
0
28
0

262.2262.2

256.7256.7

246.1246.1
248.6248.6

227.5227.5

219.3219.3

250.9250.9

244.5244.5

243.1243.1

241.5241.5

243.4243.4

242.6242.6

249.0249.0

265.5265.5

234.8234.8

241.0241.0

237.6237.6

245.2245.2

279.6279.6

237.3237.3

303.3303.3

248.6248.6

247.6247.6

280
280

244.1244.1

241.8241.8

237.6237.6

291.9291.9

248.6248.6

262.2262.2

235.7235.7

247.2247.2

237.8237.8

243.9243.9

266.0266.0

265.6265.6

26
0

26
0

246.9246.9

270
270

272.5272.5

254.8254.8

28
0
28
0

243.4243.4

29
0

29
0

253.6253.6

291.9291.9

244.5244.5

238.5238.5

237.6237.6

234.6234.6

253.3253.3

251.2251.2

226.9226.9

241.8241.8

266.7266.7

241.5241.5

264.2264.2

237.4237.4

248.4248.4

237.7237.7

238.5238.5

259.7259.7

234.6234.6

269.1269.1

265.8265.8

265.4265.4

243.9243.9

266.6266.6

252.8252.8

240.8240.8

235.3235.3

258.7258.7

233.2233.2

242.3242.3

310310

274.4274.4

245.7245.7

228.8228.8

226.0226.0

241.6241.6

242.8242.8

283.8283.8

25
0
25
0

32
0

32
0

247.8247.8

253.5253.5

246.6246.6

265.5265.5

248.6248.6

238.7238.7

246.8246.8

250.9250.9

220.2220.2

247.6247.6

243.8243.8

255.9255.9

303.5303.5

244.7244.7

263.7263.7

243.5243.5

260
260

239.3239.3

245.8245.8

260
260

244.7244.7

240.1240.1

29
0
29
0

241.5241.5

241.2241.2

233.7233.7

257.3257.3

263.9263.9

280280

224.1224.1

265.2265.2

29
0
29
0

29
0
29
0

262.6262.6

249.2249.2

240.9240.9
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４４４．．．都都都市市市計計計画画画区区区域域域内内内ののの建建建築築築制制制限限限   

 

１） 建物の面積の限度 

 

○建ぺい率・・・建物の建築面積の敷地面積に対する割合 

○容積率・・・建物の延べ面積（床面積の合計）の敷地面積に対する割合 

 

用途地域 建ぺい率％ 容積率％ 

第一種住居地域 ６０ ２００ 

工業地域 ６０ ２００ 

用途地域の指定のない区域 ６０ ２００ 

 

○前面道路の幅員による容積率の限度 

敷地に接する道路の幅員が 12 メートル未満の場合は、その幅員に 0.4（住居系地域）又は 0.6（そ

の他の地域）を乗じたもの以下でなければなりません。 

第一種住居地域(39ha) 

工業地域(24ha) 



 

 

４）道路と敷地の関係 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５５５．．．そそそののの他他他   

 

○横瀬町建築行為に係る後退用地等整備要綱 

この要綱は、建築基準法第 42 条第２項に規定する幅員４ｍ未満の町道に接する敷地に建築物を

建築する際、法律で定められた後退用地と後退用地内の工作物を一定の基準に基づいて買収・補

償する制度です。 

○横瀬町開発行為に関する指導要綱 

この要綱は、本町内におけるすべての開発行為に適用するものとし、都市計画法の及ばない都市

計画区域外及び農地法の及ばない山林等に係る開発行為についても適用し、事業を実施しようとす

る時は、あらかじめ町長に対し事前に協議しなければなりません。 

（適用の範囲） 

（１）都市計画区域内で、開発区域が 1,000 平方メートル以上のもの（2 以上の開発行為が連続して

行われ、各々の事業主が同一人又は事業上同一人であるときはその合計） 

（２）都市計画区域外で、開発行為が 3,000 平方メートル以上のもの（2 以上の開発行為が連続して

行われ、各々の事業主が同一人又は事業上同一人であるときはその合計） 

○横瀬町土砂等のたい積の規制に関する条例 

土砂等のたい積を行なおうとする者は、土砂等のたい積に係る土地の区域ごとに計画を定め、町

長の許可を受けていなければなりません。 

（適用の範囲） 

（１）土砂等のたい積に係る土地の区域の面積が 500 平方メートル以上、3,000 平方メートル未満

（当該事業の区域の面積が 500 平方メートル未満でも、2 以上の区域にまたがり隣接するとき

又は既に土砂等のたい積が行なわれた区域に隣接するときはその合計面積） 

（事前協議） 

土砂等のたい積を行なおうとするときは、許可申請の前にあらかじめ土地周辺の関係者に対し、事

業の内容を周知させるため、説明会の開催その他措置をとったのち、町長に対し事前協議書を提出

しなければなりません。 

 

※ご不明な点等がありましたら、詳しくは役場建設課までお問い合わせ下さい。 

【お問い合わせ先】 TEL 0494 (25) 0117 

建築物を新築・増築・改築する場合の敷地は、道路に 2 メートル以上接しなければなりません。 

また、路地状の敷地のある場合は、路地状部分の長さによってその幅員の制限があります。 

 (単位：ｍ) 

路地状部分の 

長さ（Ｌ） 

路地状部分の 

幅員（Ｗ） 

10未満 2 

10以上 15未満 2.5 

15以上 20未満 3 

20以上 4 

建築基準法において道路とは、４ｍ以上のものをいいます。 

なお、幅員 1.8ｍ以上４ｍ未満の道で、特定行政庁が指定したも

のは、その中心から両側に２ｍ後退したところを道路の境界線とみ

なしますので、この間には建物や、門、塀なども造ることはできませ

ん。ただし、道の反対側が、がけ地、川などの場合は、その境界線

から道の側に４ｍ後退した線を道路の境界線とみなします。 
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